
町県民税の特別徴収制度 税務課 課税係（１番・２番窓口）
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従業員の町県民税には、特別徴収の実施を！
町
県
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
？

　

事
業
者
（
給
与
支
払
者
）
が
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

町
県
民
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る

給
与
所
得
者
に
代
わ
っ
て
、
毎
月

従
業
員
（
給
与
所
得
者
）
に
支
払

う
給
与
か
ら
町
県
民
税
（
町
民
税

＋
県
民
税
）
を
徴
収
（
天
引
き
）

し
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度

で
、
地
方
税
法
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

「
従
業
員
（
給
与
所
得
者
）

の
所
得
税
は
給
与
か
ら
源
泉

徴
収
し
て
い
る
け
れ
ど
、
町

県
民
税
は
徴
収
し
て
い
な

い
。
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

　　

和
歌
山
県
及
び
県
内
全
30
市
町

村
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
、
原
則

と
し
て
全
て
の
事
業
所
を
特
別
徴

収
義
務
者
に
指
定
し
、
個
人
住
民

税
の
特
別
徴
収
を
徹
底
し
ま
す
。

〇
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

毎
年
１
月
31
日
ま
で
に

「
給
与
支
払
報
告
書
」
を

各
市
町
村
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
平
成
29
年
度
（
平
成
28

年
分
）
の
給
与
支
払
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
社

会
保
障
・
税
番
号
制
度

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
）
の
施
行
に
伴
い
、

法
人
番
号
及
び
個
人
番

号
の
記
載
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

〇
特
別
徴
収
の
事
務

毎
年
５
月
に
特
別
徴
収

義
務
者
あ
て
に
「
特
別
徴

収
税
額
決
定
通
知
書
」
を

送
付
し
ま
す
の
で
、そ
の
税

額
を
毎
月
給
与
か
ら
天
引

き
し
、
翌
月
の
10
日
ま
で

に
、
合
計
額
を
各
従
業
員

の
住
所
地
の
市
町
村
へ
納

入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

湯浅町、和歌山県および和歌山地方税回収
機構では、１１・１２月を合同の『滞納整理
強化月間』として、滞納額縮減のため差押え
を行うなど、協調して滞納整理を進めます。
納期限までに税金を納付しないと、本来納
めるべき税金のほかに延滞金を納付しなけれ

ばなりません。また、滞納を放置されます
と、法律に基づき滞納者の意思に関わりな
く、強制的に財産の差押えや公売などの滞納
処分を受けることになりますので、税金は納
期内に納付してください。

町税の納付忘れはございませんか。

◆町県民税の特別徴収の方法による納税のしくみ

市町村 事業者 給与所得者
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